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第7章 計画の推進体制 

1．推進体制 

温室効果ガス排出量削減のための取組を 進めるにあたり 、 各取組の主体間及び庁内の連携・ 協

力を 図り 、 脱炭素社会構築を 推進し ていき ます。  

 

（1） 市民・事業者との連携 

市は、 市民や事業者の温室効果ガス排出量削減のための取組を 促進し 、 支援を 進めると と も

に、 脱炭素型ラ イ フ スタ イ ル及びビジネススタ イ ルを 推進し ます。   

 

（2） 庁内の連携 

 庁内の調整等 

脱炭素社会の実現に向けては、 環境分野に限ら ず、 交通・ 農林業・ 都市計画など、 庁内の横断

的連携が必要と なるため、 連絡調整や協議を 行い、 庁議において報告を 行う こ と で、 本計画を効

果的に推進し ていき ます。  

 

 各種行政計画と の連携 

本計画は、 上位計画や温室効果ガス排出量の削減に関連する行政計画等を所管する部署と 必要

に応じ て連携を図り ます。  

 

（3） 伊予市環境審議会 

学識経験者、 関係団体の代表者、 公募によ る市民等により 構成さ れる「 伊予市環境審議会」 に

おいて、 報告や協議を 行います。  

 

（4） 国、県等との連携 

市域に限定せず、 広域的な視点から 取り 組むこ と が有効なも のや、 技術的・ 財政的な理由など

で本市が単独で対応するこ と が難し い取組について、 国や県等と の連携を図り ながら 対応し てい

き ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 計画の推進体制  
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2．計画の進行管理 

（1） 計画の進捗状況の把握 

計画の進捗状況を 把握するため、 市内の温室効果ガスの排出状況について、 毎年定期的に推計

を 実施すると と も に、 計画に位置づけた施策の実施状況についても 取り まと めを行います。  

 

（2） 取組状況の評価 

温室効果ガス排出量の推計結果から 、 計画に示し た削減目標の達成状況を確認する と と も に、

各施策の取組状況については、PDCAサイ ク ルによる評価を 行い、対策･施策の見直し や追加等を 行

います。  

また、 温室効果ガスの排出量の推計結果や対策･施策の実施状況については、 毎年度、 ホームペー

ジなどを 通じ 、 広く 市民に公表するほか、 必要に応じ 「 伊予市環境審議会」 へ報告するこ と によ

り 、 適切な評価を 加えていただく も のと し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 計画の進行管理 
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・目標、期間の設定

・各主体の取組の設定

D (Do：実行）

・各主体の取組の実行

C (Check：点検・評価）

・実施状況の把握・評価

・温室効果ガスの年次報告


